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附則

青少年が心身ともに健やかに成長することは、福岡県民すべての願いである。

福岡県民は、青少年が次代を担う者としての責任と誇りを自覚し、自らを律するとともに、

他人の痛みを理解するやさしさや夢と希望、豊かな心と意欲をもった人間に成長していくこ

とを心から期待する。

このため、福岡県民一人ひとりは、子どもたちに目を注ぎ、子どもが家庭的環境において

成長する権利を尊重しながら、大人の責任において青少年にとってより良い環境づくりに努

めたい。

ここに、新たな自覚と決意をもって、この条例を制定する。

第１章 総則

（目的）

この条例は、青少年の健全な育成に関して、県、県民等の責務を明らかにするととも第１条

に、県の施策を定めてその推進を図り、県民参加の下に、青少年にとって良好な環境を整

備し、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為を防止し、もって青少年の健全な

育成を図ることを目的とする。

（定義）

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ第２条

ろによる。

(1) 青少年 １８歳未満の者（他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を

除く。）をいう。

(2) 保護者 親権者、未成年後見人、児童福祉施設の長その他青少年を現に監督保護する

者をいう。

(3) 図書類 図書、雑誌その他の刊行物、図画、写真及びレコ－ド並びに録音テ－プ、録

画テ－プ、コンパクトディスク、フロッピ－ディスク、ビデオディスク、シ－ディ－ロ

ムその他の磁気、光又は半導体を用いて符号、音響又は映像が記録されているテ－プ、

ディスク等の媒体であって機器を使用して当該符号、音響又は映像が再生されるもの

（以下「電磁気等記録媒体」という。）をいう。

(4) 通信番組 インタ－ネットのホ－ムページ、パソコン通信のメッセ－ジその他の電気

通信回線設備（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第６条第２項に規定する設

備をいう。以下同じ。）を利用して伝送される一定の符号、音響又は映像による情報の

集合であって、不特定又は多数の者が当該設備の一端に接続した機器を使用して視聴可

能となるもの（放送法（昭和２５年法律第１３２号）第３条に規定する放送番組及び同

条が準用されるものを除く。）をいう。



(5) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物及びこれらに類するもの（風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号。以下「風適法」という。）第

２条第６項第３号に規定する営業に係る興行を除く。）をいう。

(6) 興行者 興行を主催する者又は興行場法（昭和２３年法律第１３７号）第１条第１項

に規定する興行場を経営する者をいう。

(7) がん具類 がん具、器具、刃物（銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）

第２条第２項に規定する刀剣類を除く。）及びこれらに類するものをいう。

(8) 広告物 公衆に表示され、又は頒布されるものであって、看板、ポスター及びちらし

並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されるもの並びに

これらに類するものをいう。

(9) ツ－ショットダイヤル等営業 風適法第２条第９項に規定する店舗型電話異性紹介営

業及び同条第１０項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。

(10) 利用カ－ド等 ツ－ショットダイヤル等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対

価を得る目的をもって発行する文書、物品又はその役務を利用するために必要な情報

（電話番号、暗証番号、会員番号その他の記号であって、客が自ら機器に入力するもの

を含む。）をいう。

(11) 風俗関連類似営業 営業者の設けた営業所以外の場所において、専ら、異性の客の性

的好奇心に応じてその客に衣服を脱いだ人の姿態を見せる営業を行うものであって、専

ら電話回線その他の電気通信又は郵便を利用して客から申込みを受け付けるものをいう。

（県の責務）

県は、国及び市町村と緊密な連携を図り、青少年の健全な育成を図るための基本的な第３条

施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

２ 県は、青少年の健全な育成を目的とする団体及び青少年の健全な育成に協力する団体

（以下「青少年健全育成団体等」という。）が積極的に連携を図り、青少年を育成し得る

よう連絡調整に努めなければならない。

（県民の責務）

県民は、青少年の意識と行動についての高い関心と深い理解をもって、青少年の自主第４条

的な活動を促進し、青少年にとって良好な環境を醸成するとともに、青少年の健全な成長

を阻害するおそれのある環境又は行為から青少年を保護するように努めなければならない。

（保護者の責務）

保護者は、青少年を心身ともに健全に育成することがその本来の責務であることを深第５条

く自覚し、愛情に満ちた環境の中で青少年を養育しなければならない。

（関係職員の義務）

警察官、少年補導職員、児童委員その他法令により青少年の健全な育成のための業務第６条

に従事する者（以下「関係職員」という。）は、青少年に対し常に懇切かつ誠意ある態度

をもって臨み、その信頼を得るように努めなければならない。

２ 関係職員は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を行っていると認められ

る者に対し、適切な指導又は助言を行わなければならない。

３ 関係職員は、この条例の目的に反する行為を行っていると認められる青少年に対しその

非を諭すことにより健全な成長への自覚を促すとともに、保護者又は関係機関に連絡する

等適切な措置を講じなければならない。

（運用上の注意）

この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用するものであって、県民の自第７条

由と権利を不当に侵害することのないように、適切に運用しなければならない。

第２章 青少年の健全育成に関する施策

（総合計画の策定）



県は、青少年の健全な育成を図るため、総合的な計画を策定しなければならない。第８条

２ 前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 青少年及びその団体が行う健全な活動に関すること。

(2) 青少年の健全な育成のために県民及び青少年健全育成団体等が行う活動に関すること。

(3) 青少年の非行を防止する活動に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、青少年を取り巻く社会環境の整備に関すること。

（表彰）

知事は、青少年の健全な育成を図るため、次に掲げるものを表彰することができる。第９条

(1) 青少年又はその団体で、その行動又は活動が他の模範になると認められるもの

(2) 青少年を健全に育成するために積極的に活動する個人又は団体で、その功績が特に顕

著であると認められるもの

（推奨）

知事は、図書類、興行又はがん具類の内容が青少年の健全な育成のために特に有益第１０条

であると認めるものを推奨することができる。

２ 知事は、前項の規定による推奨をしようとするときは、福岡県社会福祉審議会（以下

「審議会」という。）に諮り、その意見を聴かなければならない。

３ 何人も、第１項の規定による推奨をすることが適当と認められるときは、その理由を付

してその旨を知事に申し出ることができる。

第３章 青少年の健全育成のための自主規制

（図書類の販売等の自主規制）

何人も、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認められ第１１条

るときは、当該図書類を青少年に販売し、交換し、貸し付け、贈与し、若しくは頒布し、

又は見せ、聞かせ、若しくは読ませないように努めなければならない。

(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(2) 青少年の残虐性を助長し、又は青少年の非行を誘発し、若しくは助長し、その健全な

育成を阻害するおそれがあるもの

２ 何人も、通信番組の内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、その内容の全部又は一部を青少年に見せ、聞かせ、又は読ませないように努めな

ければならない。

３ 何人も、興行の内容の全部又は一部が第１項各号のいずれかに該当すると認められると

きは、当該興行を青少年に観覧させないように努めなければならない。

４ 何人も、広告物の内容の全部又は一部が第１項各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、当該広告物を青少年に見せないように努めなければならない。

５ 何人も、青少年が従事する業務のため必要な場合その他正当な理由がある場合を除き、

がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当

該がん具類を青少年に販売し、交換し、貸し付け、贈与し、頒布し、又は見せないように

努めなければならない。

(1) 第１項第１号に規定するもの

(2) 人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼし、又は青少年の非行を誘発し、若し

くは助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの

（ツ－ショットダイヤル等営業の利用の自主規制）

何人も、ツ－ショットダイヤル等営業を青少年に利用させないように努めなければ第１２条

ならない。

（図書類の陳列場所の自主規制）

図書類の販売又は貸付けを業とする者は、第１１条第１項各号のいずれかに該当す第１３条

る図書類を陳列するときは、当該図書類を他の図書類と区分し、青少年の目に付かない場



所又は屋内の容易に監視することができる場所に置くように努めなければならない。

（自動販売機等による販売等の自主規制）

図書類又はがん具類（以下「図書類等」という。）の販売又は貸付けを業とする者第１４条

は、図書類等が第１１条第１項各号又は第５項各号のいずれかに該当すると認められると

きは、当該図書類等を客と直接対面する方法によらず図書類等の販売又は貸付けをする機

器（以下「自動販売機等」という。）に収納しないようにする等適切な措置を講ずるよう

に努めなければならない。

（インターネット上の情報に係る自主規制等）

インターネットを利用することができる端末装置（以下「端末装置」とい第１４条の２

う。）を青少年に利用させるために設置する施設の管理者その他端末施設を公衆の利用に

供する者は、当該端末装置を青少年の利用に供するに当たつては、フィルタリング（イン

ターネット上の情報について、一定の条件により、受信するかどうかを選択することをい

う。）の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、 第１６条第１項各号

又は同条第２項各号のいずれかに該当すると認められる情報（以下「有害情報」とい

う。）の閲覧又は視聴を防止するよう努めなければならない。

２ 保護者は、青少年がインターネットを利用するに当たり有害情報を閲覧し、又は視聴す

ることがないよう努めなければならない。

３ 県は、前２項の規定に係る取組に資するため、第１項に規定する者又は保護者に対して、

必要な情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

（自主規制の規約の設定等）

次に掲げる者又はその組織する団体は、当該者がその営業に関し、青少年の健全な第１５条

成長を阻害しないようにするための遵守すべき基準についての協定又は規約を締結し、又

は設定するように努めなければならない。

(1) 図書類等の販売又は貸付けを業とする者

(2) 興行者又は設備を設けて客に遊技を行わせる営業で規則で定めるものを営む者（以下

「興行者等」という。）

(3) 通信番組の提供の媒介に係るものであって、規則で定めるものを業とする者

第４章 青少年の健全育成のための環境の整備

（有害図書類の指定及び販売等の制限）

知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めると第１６条

きは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定するものとする。

(1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(2) 青少年の残虐性を著しく助長し、又は青少年の非行を誘発し、若しくは助長し、その

健全な育成を阻害するおそれがあるもの

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する図書類は、青少年に有害な図

書類とする。

(1) 図書又は雑誌であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は

性交若しくはこれに類する性行為（以下「卑わいな姿態等」という。）を被写体とした

写真又は描写した図画で規則で定めるものを掲載するペ－ジ（表紙を含む。以下同

じ。）の数が２０ペ－ジ以上又は総ペ－ジ数の１０分の１以上を占めるもの

(2) 電磁気等記録媒体であって、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの描

写の時間が合わせて３分を超えるもの又は当該描写が２０場面以上を占めるもの

(3) 表紙又は包装箱その他の図書類の包装の用に供された物に卑わいな姿態等を被写体と

した写真又は描写した図画で規則で定めるものを掲載しているもの

(4) 図書類の製作又は販売を行う者で構成する団体で知事の指定を受けたものが審査し、

前項各号のいずれかに該当するとして、青少年の閲覧又は視聴を不適当と認めたもの



３ 何人も、図書類の内容が第１項各号のいずれかに該当すると認められるときは、書面を

もって、知事に対して、第１項の規定による指定をするように要請することができる。

４ 知事は、第１項の規定による指定をしようとするときは、速やかに審議会に諮り、その

意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

５ 知事は、前項ただし書の規定を適用して第１項の規定による指定をしたときは、速やか

に審議会にその旨を報告しなければならない。

６ 知事は、第１項の規定による指定をしたときは、その旨及び理由を告示しなければなら

ない。

７ 第１項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。

８ 知事は、第１項の規定による指定をしたときは、速やかに、その旨を図書類の販売又は

貸付けを業とする者に周知するように努めるものとする。

９ 知事は、第２項第４号に規定する団体を指定したときは、その名称及び当該団体が青少

年の閲覧又は視聴を不適当と認めた図書類を表示する方法を告示しなければならない。

図書類の販売又は貸付けを業とする者は、第１項の規定による指定を受けた図書類及び１０

第２項各号に規定する図書類（以下「有害図書類」という。）を青少年に販売し、交換し、

貸し付け、又は頒布してはならない。

（有害図書類の陳列の制限）

図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列するときは、間仕第１６条の２

切り等によつて仕切られた場所等への陳列その他規則で定める方法により、当該図書類を

他の図書類と区分し、屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。

２ 知事は、前項の規定に違反して有害図書類を陳列していると認めるときは、その図書類

の販売又は貸付けを業とする者に対し、期限を定めて、有害図書類の陳列場所を変更し、

又は陳列方法の改善措置を講じるよう勧告することができる。

３ 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないで有害図書類を陳列

しているときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命じることが

できる。

４ 前３項の規定は、法令等により青少年の入場が禁止されている場所又はこれに準ずるも

のとして規則で定める基準に適合する場所（以下「青少年入場禁止場所」という。）にお

いて図書類を陳列する場合については、適用しない。

（有害興行の指定及び観覧の制限）

知事は、興行の内容の全部又は一部が第１６条第１項各号のいずれかに該当すると第１７条

認めるときは、当該興行を青少年に有害な興行として指定するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、興行の製作又は主催をする者で構成する団体で知事の指定を

受けたものが審査し、第１６条第１項各号のいずれかに該当するとして、青少年の観覧を

不適当であると認めた興行は、青少年に有害な興行とする。この場合においては、第１６

条第９項の規定を準用する。

３ 興行者は、第１項の規定による指定を受けた興行及び前項に規定する興行（以下「有害

興行」という。）を青少年に観覧させてはならない。

４ 興行者は、有害興行を行うときは、規則で定めるところにより、速やかに、入場しよう

とする者の見やすい場所に見やすい方法で、青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなければな

らない。

５ 第１６条第３項から第８項までの規定は、第１項の指定について準用する。

)（有害広告物の指定及び掲出等の制限

知事は、広告物の内容の全部又は一部が第１６条第１項各号のいずれかに該当する第１８条

と認めるときは、当該広告物を青少年に有害な広告物として指定するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する広告物は、青少年に有害な広

告物とする。



(1) 卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した図画で規則で定めるものを掲載する

もの

(2) 第１９条第２項第１号の規定に該当するがん具類を被写体とした写真又は描写した図

画を掲載するもの

３ 広告物の広告主又は管理者（以下「広告主等」という。）は、第１項の規定による指定

を受けた広告物及び前項各号に規定する広告物（以下「有害広告物」という。）を掲出し、

表示し、又は頒布してはならない。

４ 広告主等は、既に掲出し、又は表示した広告物が第１項の規定により有害広告物に指定

されたときは、速やかに、当該広告物を除去しなければならない。

５ 知事は、広告主等が前項の規定により除去しなければならない広告物を除去しないとき

は、当該広告主等に対し、除去を命ずることができる。

６ 第３項及び第４項の規定は、青少年入場禁止場所において、外部から見えない場所に掲

出され、若しくは表示され、又は頒布される広告物については、適用しない。

７ 第１６条第３項から第８項までの規定は、第１項の指定について準用する。

（有害がん具類の指定及び販売等の制限）

知事は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認める第１９条

ときは、当該がん具類を青少年に有害ながん具類として指定するものとする。

(1) 第１６条第１項第１号に規定するもの

(2) 人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼし、又は青少年の非行を誘発し、若し

くは助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するがん具類は、青少年に有害な

がん具類とする。

(1) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であって、規則で定める形状、構

造又は機能を有するもの

(2) 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態

を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着

(3) 圧縮空気、圧縮ガス、圧縮バネその他のものの反動力を利用し、弾丸、矢その他これ

らに類するものを発射させるがん具類で規則で定める構造又は機能を有するもの

３ がん具類の販売又は貸付けを業とする者は、第１項の規定による指定を受けたがん具類

及び前項各号に規定するがん具類（以下「有害がん具類」という。）を青少年に販売し、

交換し、貸し付け、又は頒布してはならない。

４ 第１６条第３項から第８項までの規定は、第１項の指定について準用する。

（指定の取消し）

知事は、第１６条第１項、第１７条第１項、第１８条第１項又は第１９条第１項の第２０条

規定による指定をした場合において、当該指定の理由がなくなったと認めるときは、当該

指定を取り消すものとする。

２ 第１６条第３項から第８項までの規定は、前項の指定の取消しについて準用する。

（自動販売機等による図書類等の販売の届出）

自動販売機等により図書類等の販売又は貸付けをしようとする者は、販売又は貸付第２１条

けを開始する日の１０日前までに、当該自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

(2) 自動販売機等の設置場所並びにその提供者の氏名及び住所

(3) 自動販売機等に収納する図書類等の種類

(4) 自動販売機等の名称、型式及び製造番号

(5) 販売又は貸付けを開始しようとする年月日

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があったとき又は当該届



出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があった日又はその廃止をした

日から１０日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならな

い。

３ 第１項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、自己の氏名又は名称、

住所及び電話番号を当該自動販売機等の見やすい箇所に表示しなければならない。第２項

の規定による変更の届出をしたときも同様とする。

（自動販売機等への図書類等の収納禁止区域）

図書類等の販売又は貸付けを業とする者は、次に掲げる施設の敷地の周囲から２０第２２条

０メートル以内の区域においては、第１１条第１項各号又は第５項各号のいずれかに該当す

る図書類等を自動販売機等に収納してはならない。

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校（大学を除く。）

(2) 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する図書館

(3) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、多数の青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの

（自動販売機等への図書類等の収納の制限等）

図書類等の販売又は貸付けを業とする者及びその者から自動販売機等の管理の委託第２３条

を受けた者は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納してはならない。

２ 前項に規定する者は、自動販売機等に収納されている図書類等が有害図書類又は有害が

ん具類に該当することとなったときは、当該図書類等を自動販売機等から直ちに撤去しな

ければならない。

３ 前２項の規定は、青少年入場禁止場所に設置され、又は青少年に販売若しくは貸付けが

できないように規則で定める基準により管理されている自動販売機等については、適用し

ない。

４ 第１項に規定する者は、自動販売機等により図書類等を販売し、又は貸し付ける場合に

おいて、卑わいな姿態等を被写体とした写真若しくは図画で規則で定めるもの又は第１９

条第２項第１号の規定に該当するがん具類を被写体とした写真若しくは図画を自動販売機

等に陳列してはならない。ただし、青少年入場禁止場所に設置されている自動販売機等に

ついては、この限りでない。

（図書類自動販売機等営業の停止）

知事は、自動販売機等により図書類等の販売若しくは貸付けをする営業（以下第２３条の２

「図書類等自動販売機等営業」という。）を営む者若しくはその者から自動販売機等の管

理の委託を受けた者又はこれらの者の代理人、使用人その他の従業者（以下「代理人等」

という。）が、当該図書類等自動販売機等営業に関し、第２１条第１項、第２項若しくは

第３項又は第２３条第１項、第２項若しくは第４項の規定に違反する行為をしたときは、

当該図書類等自動販売機等営業を営む者に対し、６月を超えない範囲内で期間を定めて、

当該図書類等自動販売機等営業の全部又は一部の停止を命じることができる。

（ツ－ショットダイヤル等営業に係る広告物の掲出等の制限）

何人も、ツーショットダイヤル等営業に使用する電話番号又は当該営業への電話を第２４条

勧誘する内容（以下この条において「電話番号等」という。）を記載した広告物を掲出し、

又は表示してはならない。ただし、風適法第３１条の１２第１項の規定による届出をした

者の当該届出に係る営業所の外周に掲出され、又は表示される広告物及び青少年入場禁止

場所において、外部から見えない場所に掲出され、又は表示される広告物については、こ

の限りでない。

２ 何人も、広告物又は専ら広告の用に供する物品（以下「広告物等」という。）であって

電話番号等を記載したものを頒布し、又は頒布を目的として置いてはならない。ただし、

青少年入場禁止場所において頒布され、又は頒布を目的として置かれる広告物等について

は、この限りでない。



３ 何人も、屋外において音声を用いて電話番号等を内容とする宣伝をしてはならない。

４ 警察官は、前３項の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該行為を行っている者に対し、当

該行為を中止することを命じることができる。

５ 公安委員会は、第１項の規定に違反して広告物を掲出し、若しくは表示した者、第２項の規定に違反して広

告物等を頒布を目的として置いた者又は当該広告物若しくは当該広告物等の管理者に対し、当

該広告物又は当該広告物等の除去その他の必要な措置を命じることができる。

（利用カード等自動販売機による利用カード等の販売等の届出）

客と直接対面する方法によらず利用カード等の販売又は提供をする機器（以下「利第２５条

用カード等自動販売機」という。）により利用カード等の販売又は提供をしようとする者

は、販売又は提供を開始する日の１０日前までに、当該利用カード等自動販売機ごとに、

公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければな

らない。

(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

(2) 利用カード等自動販売機の設置場所並びにその提供者の氏名及び住所

(3) 販売又は提供する利用カード等により利用できるツーショットダイヤル等営業を営む

者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住

所

(4) 利用カード等自動販売機の名称、型式及び製造番号

(5) 販売又は提供を開始しようとする年月日

２ 第２１条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。

この場合において、同条第２項中「規則」とあるのは「公安委員会規則」と、「知事」と

あるのは「公安委員会」と、同条第３項中「規則」とあるのは「公安委員会規則」と読み

替えるものとする。

（利用カード等の販売等の制限）

何人も、利用カード等を青少年に対し、販売若しくは提供し、交換し、貸し付け、第２６条

贈与し、又は頒布してはならない。

２ 何人も、利用カ－ド等自動販売機（法令等により青少年の入場が禁止されている場所に

設置されている利用カード等自動販売機又はこれに準ずるものとして公安委員会規則で定

める基準に適合する場所に設置され、かつ、青少年に販売若しくは提供できないように公

安委員会規則で定める基準により管理されている利用カード等自動販売機を除く。）に販

売又は提供を目的として利用カード等を収納し、又は提供できる状態にしてはならない。

（利用カ－ド等自動販売機営業の停止）

公安委員会は、利用カ－ド等自動販売機により利用カ－ド等の販売又は提供をする第２７条

営業（以下「利用カ－ド等自動販売機営業」という。）を営む者若しくはその者から利用

カ－ド等自動販売機の管理の委託を受けた者又はこれらの者の代理人等が、当該利用カ－

ド等自動販売機営業に関し、第２５条第１項若しくは第２項又は前条第２項の規定に違反

する行為をしたときは、当該利用カ－ド等自動販売機営業を営む者に対し、６月を超えな

い範囲内で期間を定めて、当該利用カ－ド等自動販売機営業の全部又は一部の停止を命じ

ることができる。

（風俗関連類似営業に係る広告物の掲出等の制限）

何人も、風俗関連類似営業に使用する電話番号又は青少年の健全な育成を阻害する第２８条

おそれがあると認められる内容で規則で定めるもの（以下この条において「電話番号等」

という。）を記載した広告物を掲出し、又は表示してはならない。ただし、風俗関連類似

営業を営む者の当該営業に係る事務を行う主たる事務所（第２２条各号に掲げる施設の敷

地の周囲から２００メ－トル以内の区域にないものに限る。）の外周に掲出され、又は表

示される広告物で規則で定めるもの及び青少年入場禁止場所において、外部から見えない

場所に掲出され、又は表示される広告物については、この限りでない。



２ 何人も、広告物等であって電話番号等を記載したものを頒布し、又は頒布を目的として

電話ボックスその他規則で定める場所に置いてはならない。ただし、青少年入場禁止場所

において頒布され、又は頒布を目的として置かれる広告物等については、この限りでない。

３ 何人も、屋外において音声を用いて電話番号等を内容とする宣伝をしてはならない。

４ 知事は、風俗関連類似営業を営む者又はその者から当該営業に係る広告について委託を

受けた者が、第１項の規定に違反して広告物を掲出し、又は表示しているときは、当該風

俗関連類似営業を営む者に対し、当該広告物の除去その他の必要な措置を命じることがで

きる。

（有害薬品類の販売等の制限）

何人も、有害薬品類（催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品類で規則第２９条

で定めるものをいう。以下同じ。）を不健全な目的をもって青少年に施用し、又は有害薬

品類が不健全に使用されるおそれがあることを知って、青少年に販売し、贈与し、頒布し、

若しくは所持させてはならない。

（物品質受け及び古物買受けの制限）

質屋営業法（昭和２５年法律第１５８号）第１条第２項に規定する質屋は、青少年第３０条

から物品（有価証券を含む。）を質にとって金銭を貸し付けてはならない。

２ 何人も、青少年から古物営業法（昭和２４年法律第１０８号）第２条第１項に規定する

古物を買い受け、古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物を交換してはならない。

３ 前２項の規定は、当該青少年が保護者の指示を受け、又は同意を得た場合その他正当な

理由がある場合においては、適用しない。

第５章 青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為の規制

（いん行又はわいせつな行為の禁止）

何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。第３１条

２ 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

（いれずみを施す行為等の禁止）

何人も、正当な理由がなく、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又はその第３２条

周旋をしてはならない。

（青少年への勧誘行為の禁止）

何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。第３２条の２

(1) 接待飲食等営業（風適法第２条第４項に規定する接待飲食等営業をいう。次号におい

て同じ。）又は性風俗関連特殊営業（風適法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営

業をいう。）において、客に接する業務に従事するように勧誘すること。

(2) 接待飲食等営業（風適法第２条第１項第２号に該当する営業に限る。）の客となるよ

うに勧誘すること。

（場所の提供又は周旋の禁止）

何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされること又は青少年がこれらの行為第３３条

を行うことを知って、その場所を提供し、又は周旋してはならない。

(1) いん行又はわいせつな行為

(2) いれずみを施し、又は受けさせる行為

(3) 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の使用

(4) 毒物及び劇物取締法施行令（昭和３０年政令第２６１号）第３２条の２に規定する物

の不健全な使用

(5) 有害薬品類の不健全な使用

(6) 飲酒又は喫煙

（深夜に外出させる行為の制限）

保護者は、特別の事情がある場合を除き、深夜（午後１１時から翌日の午前４時ま第３４条



でをいう。以下同じ。）に青少年を外出させないように努めなければならない。

２ 何人も、保護者の指示を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほか

は、深夜に青少年を連れ出してはならない。

（深夜における興行場等への入場の制限）

興行者等は、正当な理由がなく、深夜においてその興行又は営業の場所に青少年を第３５条

入場させてはならない。

２ 興行者等は、深夜において興行又は営業を行うときは、規則で定めるところにより、入

場しようとする者の見やすい場所に見やすい方法で、青少年の深夜における入場を禁ずる

旨を掲示しなければならない。

第６章 雑則

（立入調査）

知事は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、その指定する者に、第３６条

営業時間内において、興行場その他規則で定める営業の場所及び自動販売機等の設置場所

に立ち入らせ、営業の状況を調査させ、関係者に対し、資料の提出を求めさせ、又は質問

させることができる。

２ 公安委員会は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、警察職員に、営業

時間内において、利用カード等の販売又は提供をする営業の場所及び利用カード等自動販

売機の設置場所に立ち入らせ、営業の状況を調査させ、関係者に対し、資料の提出を求め

させ、又は質問させることができる。

３ 前２項の規定による立入調査は、必要最小限度において行うべきであって、関係者の正

常な業務を妨げるようなことがあってはならない。

４ 第１項の規定により知事が指定する者又は第２項に規定する警察職員が立入調査をする

場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

５ 第１項及び第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。

（規則への委任）

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。第３７条

第７章 罰則

（罰則）

次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に第３８条

処する。

(1) 第３１条第１項の規定に違反した者

(2) 第３３条の規定に違反して、同条第１号又は第３号から第５号までに掲げる行為をす

る場所を提供し、又は周旋した者

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。

(1) 第２３条の２又は第２７条の規定による命令に従わなかった者

(2) 第３１条第２項の規定に違反した者

(3) 第３２条の規定に違反した者

(4) 第３３条の規定に違反して、同条第２号に掲げる行為を行う場所を提供し、又は周旋

した者

３ 第１８条第５項、第２４条第４項若しくは第５項又は第２８条第４項の規定による命令

に従わなかった者は、６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、２０万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第１６条第１０項の規定に違反して、有害図書類（同条第１項の規定による指定を受

けた図書類又は第２項第１号若しくは第２号に規定する図書類に限る。以下第６号にお



いて同じ。）を青少年に販売し、交換し、貸し付け、又は頒布した者

(2) 第１６条の２第３項の規定による命令に従わなかった者

(3) 第１７条第３項の規定に違反して、同条第１項の規定による指定を受けた興行を青少

年に観覧させた者

(4) 第１８条第３項、第１９条第３項又は第２８条第２項若しくは第３項の規定に違反し

た者

(5) 第２１条第１項又は第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第２３条第１項の規定に違反して、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収

納した者

(7) 第２３条第２項又は第４項の規定に違反した者

(8) 第２５条第１項又は第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(9) 第２６条第１項又は第２項の規定に違反した者

(10) 第２９条又は第３５条第１項の規定に違反した者

(11) 第３０条第１項又は第２項の規定に違反した者

(12) 第３２条の２の規定に違反した者

(13) 第３３条の規定に違反して、同条第六号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋

した者

５ 第２１条第３項（第２５条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者

は、１０万円以下の罰金又は科料に処する。

６ 第３６条第１項若しくは第２項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しく

は忌避し、又は同条第１項若しくは第２項の規定により資料の提出を求められ、正当な理

由がなくてこれに応ぜず、若しくは同条第１項若しくは第２項の規定による質問に対して

虚偽の答弁をした者は、５万円以下の罰金又は科料に処する。

７ 第２６条第１項又は第３１条から第３３条までの規定に違反した者は、青少年の年齢を

知らないことを理由として、第１項、第２項及び第４項の規定による処罰を免れることが

できない。ただし、過失のないときはこの限りではない。

（両罰規定）

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又第３９条

は人の業務に関し、前条第１項から第６項までの違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

（免責）

この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に第４０条

対しては適用しない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成８年４月１日から施行する。

（青少年に有害な文書図画の自動販売機による販売の規制に関する条例の廃止）

２ 青少年に有害な文書図画の自動販売機による販売の規制に関する条例（昭和５２年福岡

県条例第２３号）は、廃止する。

（経過措置）

３ この条例の施行前にした改正前の福岡県青少年健全育成条例の規定によってした指定及

び命令は、改正後の福岡県青少年健全育成条例中これに相当する規定があるときは、改正

後の同条例の相当規定によってしたものとみなす。

４ この条例の施行の際現に自動販売機等により図書類等の販売又は貸付けをしている者は、

第２１条第１項に規定する図書類等の販売又は貸付けをしようとする者とみなして、同条

の規定を適用する。この場合において、同条第１項中「販売又は貸付けを開始する日の１



０日前までに」とあるのは、「平成８年６月３０日までに」とする。

５ この条例の施行の際現にツ－ショットダイヤル等営業を営んでいる者については、第２

４条第１項に規定するツ－ショットダイヤル等営業を営もうとする者とみなして、同条の

規定を適用する。この場合において、同条第１項中「営業を開始する日の１０日前まで

に」とあるのは、「平成８年６月３０日までに」とする。

６ 前項の規定により届出をした者については、施行日から平成１０年３月３１日までの間

は、第２５条の規定は適用しない。

７ この条例の施行の際現に自動販売機により利用カ－ドを販売している者については、第

２７条第１項に規定する利用カ－ドの販売をしようとする者とみなして、同条の規定を適

用する。この場合において、同条第１項中「販売を開始する日の１０日前までに」とある

のは、「平成８年６月３０日までに」とする。

８ 前項の規定により届出をした者については、現に利用カ－ドを自動販売機に収納してい

る場合は、施行日から平成８年９月３０日までの間は、第２８条第２項の規定は適用しな

い。

９ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 （平成９年福岡県条例第１２号）

（施行期日）

１ この条例は、平成９年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行前に改正前の福岡県青少年健全育成条例（以下「旧条例」という。）の

規定によってした指定及び命令は、改正後の福岡県青少年健全育成条例（以下「新条例」

という。）の規定によってしたものとみなす。

３ この条例の施行の際現に図書類等の販売又は貸付けをしている自動販売機等については、

この条例の施行の日から平成９年１０月３１日までの間は、新条例第２３条第４項の規定

は適用しない。

４ この条例の施行前に旧条例第２４条第１項又は旧条例第２７条第１項の規定により届出

をしている者については、新条例第２４条第２項又は新条例第２７条第２項の規定により

届け出なければならない者とみなして、新条例第２４条第２項又は新条例第２７条第２項

の規定を適用する。この場合において、新条例第２４条第２項又は新条例第２７条第２項

において準用する新条例第２１条第２項中「その変更があった日又はその廃止をした日か

ら１０日以内に」とあるのは、「平成９年７月３１日までに」とする。

５ この条例の施行の際現に利用カ－ド等自動販売機により利用カ－ド等（旧条例第２条第

８号に規定する利用カ－ドに該当しないものに限る。）を提供している者は、新条例第２

７条第１項に規定する利用カ－ド等の提供をしようとする者とみなして、同項の規定を適

用する。この場合において、同項中「販売又は提供を開始する日の１０日前までに」とあ

るのは、「平成９年７月３１日までに」とする。

６ 前項の規定により届出をした者については、この条例の施行の日から平成９年１０月３

１日までの間は、新条例第２８条第２項の規定は適用しない。

７ この条例の施行の際現に掲出し、又は表示されているツ－ショットダイヤル等営業に係

る広告物については、この条例の施行の日から平成９年１０月３１日までの間は、新条例

第２６条の３第１項の規定は適用しない。

８ この条例の施行の際現に掲出し、又は表示されている風俗関連類似営業に係る広告物に

ついては、この条例の施行の日から平成９年１０月３１日までの間は、新条例第２８条の

４において準用する新条例第２６条の３第１項の規定は適用しない。

９ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



附 則 （平成１０年福岡県条例第４４号）抄

（施行期日）

１ この条例は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則 （平成１１年福岡県条例第５２号）

（施行期日）

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、第２条第１１号及び第６条第

１項の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 （平成１４年福岡県条例第１８号）

（施行期日）

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行前に改正前の福岡県青少年健全育成条例第２７条第１項の規定によりさ

れた届出は、改正後の福岡県青少年健全育成条例第２５条第１項の規定による届出とみな

す。

３ この条例の施行前に改正前の福岡県青少年健全育成条例第２７条第２項の規定によりさ

れた届出又は表示は、改正後の福岡県青少年健全育成条例第２５条第２項の規定による届

出又は表示とみなす。

４ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 （平成１７年福岡県条例第６３号）

（施行期日）

１ この条例は、平成１８年３月１７日から施行する。

（福岡県青少年健全育成条例の一部改正）

２ 福岡県青少年健全育成条例の一部を次のように改正する。

第１０条第２項中「福岡県児童福祉審議会」を「福岡県社会福祉審議会」に改める。

附 則（平成１８年条例第１８号）

（施行期日）

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第１６条の２第１項の改正規

定、第３２条の次に一条を加える改正規定及び第３８条第４項の改正規定は、平成１８年

７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


